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はい       いいえ 

合計所得金額が１，８０５万円以下である 

令和６年度個人住民税（所得割）又は令和６年分所得税の少なくと

も一方は課税される 

 

令和６年度個人住民税（所得割）又は令和６年分所得税の少なくと

も一方から定額減税しきれない 

調整給付対象 

定額減税対象外 

既に 10 万円給付が支給されている又は

新たに非課税等となる世帯への 10 万円

給付の対象となる見込み 

 

 給付額：所得税を減税しきれない額＋住民税を減税しきれない額  

定額減税対象

  

減税額：（所得税から３万円・住民税から１万円減税）×（本人＋扶養の人数） 

スケジュール  令和６年８月上旬 対象者に確認書を送付予定 

※ １万円単位で端数切上げ 

 

令和６年度定額減税補足給付金（調整給付）フローチャート 

 

２ 

令和６年１月１日に湯河原町に居住していた 

※減税方法 

所得税（給与・年金）  ６月支給分以降、引けるだけ引いていく。 

所得税（個人事業主）  予定納税又は確定申告時に控除。 

 

住民税（給与特徴）   ６月は０円。減税後の税額を７月以降 11分割で天引き。 

 住民税（普通徴収）   第１期（６月）から引けるだけ引いていく。 

 住民税（年金特徴）   10月天引分から引いていく。 
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ケース１ 給与所得者（夫婦・子ども２人世帯）の場合 
 

定額減税可能額  

 所得税 ３万円×４人 ＝ １２万円 

 住民税 １万円×４人 ＝  ４万円 

 

調整給付額 

給与収入額 税金の種類 ①税額 
②定額減税 

可能額 

③（①－②） 

定額減税後の

税額 

④（②－①） 

定額減税 

しきれない額 

⑤定額減税 

しきれない額

（合計） 

⑥調整給付額 
（１万円単位切上げ） 

300万円 
推計所得税 14,000円 120,000円 0円 106,000円 

110,400円 120,000円 
住民税所得割 35,600円 40,000円 0円 4,400円 

500万円 
推計所得税 81,000円 120,000円 0円 39,000円 

39,000円 40,000円 
住民税所得割 169,900円 40,000円 129,900円 0円 

700万円 
推計所得税 198,500円 120,000円 78,500円 0円 

0円 0円 
住民税所得割 309,200円 40,000円 269,200円 0円 

※このモデルケースは、定額減税と調整給付の関係性をわかりやすくするために示すものです。 

 税額についてはあくまで参考値です。 

 

３ 
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ケース２ 給与所得者（単身世帯）の場合 
 

定額減税可能額  

 所得税 ３万円×１人 ＝ ３万円 

 住民税 １万円×１人 ＝ １万円 

 

調整給付額 

給与収入額 税金の種類 ①税額 
②定額減税 

可能額 

③（①－②） 

定額減税後の

税額 

④（②－①） 

定額減税 

しきれない額 

⑤定額減税 

しきれない額

（合計） 

⑥調整給付額 
（１万円単位切上げ） 

130万円 
推計所得税 3,500円 30,000円 0円 26,500円 

27,000円 30,000円 
住民税所得割 9,500円 10,000円 0円 500円 

180万円 
推計所得税 22,000円 30,000円 0円 8,000円 

8,000円 10,000円 
住民税所得割 46,600円 10,000円 36,600円 0円 

300万円 
推計所得税 55,000円 30,000円 25,000円 0円 

0円 0円 
住民税所得割 112,700円 10,000円 102,700円 0円 

※このモデルケースは、定額減税と調整給付の関係性をわかりやすくするために示すものです。 

 税額についてはあくまで参考値です。 

 

４ 
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ケース３ 年金所得者（65歳以上の夫婦世帯）の場合 
 

定額減税可能額  

 所得税 ３万円×２人 ＝ ６万円 

 住民税 １万円×２人 ＝ ２万円 

 

調整給付額 

年金収入額 税金の種類 ①税額 
②定額減税 

可能額 

③（①－②） 

定額減税後の

税額 

④（②－①） 

定額減税 

しきれない額 

⑤定額減税 

しきれない額

（合計） 

⑥調整給付額 
（１万円単位切上げ） 

230万円 
推計所得税 5,500円 60,000円 0円 54,500円 

56,000円 60,000円 
住民税所得割 18,500円 20,000円 0円 1,500円 

300万円 
推計所得税 37,000円 60,000円 0円 23,000円 

23,000円 30,000円 
住民税所得割 81,700円 20,000円 61,700円 0円 

370万円 
推計所得税 64,000円 60,000円 4,000円 0円 

0円 0円 
住民税所得割 135,500円 20,000円 115,500円 0円 

※このモデルケースは、定額減税と調整給付の関係性をわかりやすくするために示すものです。 

 税額についてはあくまで参考値です。 

５ 


